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総合力底上げ答練第１回では、相続による所有権

の移転の登記、抵当権の変更の登記、所有権の保存の

登記、抵当権の設定の登記とその前提となる登記名

義人の住所の変更の登記を出題しました。減点が目

立ったのは、抵当権の設定の登記を不動産ごとに分

けて申請している部分と、相続による債務者の変更

の登記をしないで直接Ｅのみを債務者とする変更の

登記を申請している部分でした。 

 

 

 

第１欄について 

 

１番目の相続による所有権の移転の登記について

は、数次にわたって相続が生じており、相続分の贈与

と遺産分割の協議がされ、中間の相続が単独相続とな

ることから、Ａから直接Ｅのみへの相続登記をするこ

とができるという論点です。この論点は比較的最近の

先例からの出題となりますが、本試験の択一式では令

和２年に問われていますので、過去問の学習ができて

いて、それを記述式にも応用できれば正しい内容を記

載することが可能です。相続登記を相続ごとに分けて

記載してしまった方は、先例の内容と登記原因の記載

方法を確認しておいてください。 

２番目、３番目の抵当権の債務者の相続による変更

の登記、債務引受に伴う変更の登記については、直接

Ｅのみを債務者とする変更の登記を申請している答案

が意外と多かったです。この登記手続は本試験の択一

式で何度も問われており、いわゆるメジャーな論点で

す。権利変動と申請する登記の内容を今のうちにしっ

かり確認しておいてください。また、債務者の住所の

記載忘れが目立ちました。問題文の指示の読み落とし

には十分注意をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２欄について 

 

第２欄は、建物を目的とする抵当権の設定の登記の

申請ができない理由、債務者の現在の住所での設定の

登記の可否についての論点でした。抵当権の設定の登

記の申請ができない理由については、内容が不十分の

答案が多かったです。「建物の表示が契約書に追記され

たから」等の形式的な問題ではなく、契約時点で建物

が存在していないということが理由となる点を確認し

ておいてください。債務者の住所に関しての論点は比

較的よくできていました。 

 

 

第３欄について 

 

１番目の所有権の登記名義人の住所の変更の登記

については、登記原因を併記する必要がありますが、

住所移転のみもしくは住居表示実施のみしか記載され

ていない答案が多かったです。登記原因が同種のもの

であれば最終の登記原因と日付を記載すれば足ります

が、本問では住所移転と住居表示実施の異なる登記原

因となります。また、当該住所の変更の登記を申請し

ていない答案も意外と多かったです。甲土地につき抵

当権の設定の登記をする前提として登記義務者である

Ｅの住所の変更の登記をしていないと、抵当権の設定

の登記の申請は却下されてしまいます。本試験でも前

提として必要となる登記をしていないと大きな減点に

つながる場合が多いので、その判断が正確にできるよ

うにしてください。 

２番目の所有権の保存の登記については、比較的よ

くできていました。根拠条文の記載忘れ等には注意を

してください。 

３番目の抵当権の設定の登記については、申請件数

を最小にする必要があることから１件で申請します。

この論点は出題すると必ず多くの方が分けて申請をし

て減点につながっているところです。１件で登記を申

請するための要件、登記原因などの提供の方法につい

て、今のうちに確認し整理をしておいてください。 

全体的に 
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株式の譲渡制限に関する規定を廃止する定款の変

更の効力が生じ公開会社となった株式会社がする登

記の申請に関する出題でした。 

基本的な答案の作成（書き方）での減点が目につき

ました。せっかくの知識を正しく表現しなければ得点に

つながりません。新年度の答練が開始した今、気を付

けるべき点を挙げておきます。 

 

就任を承諾したことを証する書面の記載 

 

「登記申請書の添付書面のうち、就任承諾を証する書

面を記載する場合には、資格を特定して記載すること

（氏名の記載は要しない。）」という注意書きがありま

した。資格の記載が一切ない「就任承諾書５通」は減

点対象であるということです。また、「取締役、代表取

締役及び監査役の就任承諾書５通」のような記載も、

それぞれの資格に就任した者の就任承諾書が何通であ

るかが記載できていません。これも減点としました。 

なお、本試験の注意事項では、令和３年度は、 

「登記申請書の添付書面のうち，就任承諾を証する書

面を記載する場合には，資格を特定して記載すること

（氏名の記載は要しない。）。」 

となっており、令和４年度は、 

「登記申請書の添付書面のうち、就任承諾を証する書

面を記載する場合には、各々その資格及び氏名を特定

して記載すること。」 

となっていました。毎年同じ注意事項ではないという

ことです。令和３年度に氏名の記載をした答案が減点

となったかどうかはわかりません。受験生の記述の負

担を減らすために氏名は書かなくていいということに

してくれたのかもしれません。が、括弧書きをしてわ

ざわざ示している内容ですから、氏名を記載した答案

は減点という採点基準であったとしてもしかたないと

言えます。今からでも、解く問題の指示にきちんとし

たがって答案を作成するよう気を付けておきましょう。 

代表取締役の就任承諾を証する書面として席上就

任を承諾した旨が記載された取締役会の議事録の記載

を援用できる場合や、取締役の就任承諾を証する書面

として席上就任を承諾した旨が記載された株主総会の

議事録の記載を援用できる場合については、気を付け

なければならない点があります。本問は、被選任者ま

たは被選定者の就任承諾は、その選任または選定の日

に適法に得られ、これを証する就任承諾書が提出され

ているものとすると注意書きにありますので、援用の

可否の論点についてはここで書きませんが、今後のた

めに確認しておいてください。 

 

登記すべき事項の記載 

 

第１欄の解答例です。 

令和５年４月21日次の者就任 

 取締役Ｆ 

 取締役Ｇ 

 取締役Ｈ 

 東京都杉並区永福一丁目１番１号 代表取締役Ｆ 

 監査役Ｉ 

この場合には、「令和５年４月 21日就任」という登

記原因年月日はその下に連なっている合計５名にも及

ぶということを伝えることができます。令和５年４月

21日就任とひとりずつ記載しなくてもよいため、答案

作成の時間短縮に役立ちます。 

一方、次のような誤った記載が多く見られました。 

令和５年４月21日次のとおり変更 

 発行可能株式総数 400株 

 株式の譲渡制限に関する規定の廃止 

 取締役会設置会社の規定の設定 

先ほどの「令和５年４月 21 日就任」の場合と違う

つもりだということをこの記載で伝えるということは

できません。株式の譲渡制限に関する規定の登記原因

は「廃止」で、取締役会設置会社の規定の登記原因は

「設定」で、いずれも「変更」ではありません。「日付

だけ及ぼしたかったのです…」と、都合よく読み取っ

てもらうことはできず、株式の譲渡制限に関する規定

と取締役会設置会社の規定については、登記原因違い

で間違いになります。日付だけを及ぼしたいときは、 

令和５年４月21日次のとおり変更 

 発行可能株式総数 400株 

同日株式の譲渡制限に関する規定の廃止 

同日取締役会設置会社の規定の設定 

と記載すれば、誤りではありません。 

なお、「同日」を多用すると、日付を書き直したと

きにその下全ての日付にも影響してしまうという危険

がありますので、この書き方をするのはオススメしま

せん。一部の日付を正しくしたために、その下の登記

事項が日付違いで減点となる答案は毎年多いです。 

全体的に 


